
プレス発表資料

平成23年3月22日15時00分現在
文部科学省

測定試料採取点 採取日時 核種 放射能濃度（Bq/m
3
) 空間線量率（μSv/h) 備考

１３１
I 3.5

１３７
Cs 2.4

１３１
I 1,200

１３７
Cs 210

１３１
I 3,800

１３７
Cs 860

１３１
I 620

１３７
Cs 140

測定試料採取点 採取日時 核種 放射能濃度（Bq/m
3
) 空間線量率（μSv/h) 備考

１３１
I 17

１３７
Cs 3.8

１３１
I 51

１３７
Cs 9.1

１３１
I 5,600

１３７
Cs 36

１３１
I 3,700

１３７
Cs 22

１３１
I 280

１３７
Cs 4

備考欄の番号は、モニタリングカーによる測定箇所を示す。
空間線量率は、別途発表済み。

－

ダストサンプリングの測定結果

【7】

【31】

－

－

【7】

【31】

【21】

【15】

【1-1】（約45km北）
3月20日

13:25～13:35
2.2μSv/h

【1-2】（約30km西北西）
3月20日

14:15～14:35
45.0μSv/h

【1-5】（約25km南）走行測定
２回目

3月21日
13:50～14:32

－

【1-5】（約25km南）走行測定
３回目

3月21日
14:43～15:24

－

【1-2】（約30km西北西）
3月21日

11:10～11:30
28.0μSv/h

【1-5】（約25km南）走行測定
1回目

3月21日
13:00～13:40

－

【1-1】（約45km北）
3月21日

11:35～11:45
2.2μSv/h

【1-3】（約30km西北西）
3月20日

14:13～14:33
13.7μSv/h

【1-4】（約35km西）
3月20日

14:13～14:30
3.2μSv/h



環境試料の測定結果

単位：Bq/kg

採取地点 市町村名 試料名
種類

又は部位
採取日時 核種 放射能濃度

【2-1】（約40km北西） 飯舘村 陸水 池水
3月18日
12:20

１３１
I 2,090

１３７
Cs 511

上記測定結果は政府現地対策本部が、福島県に依頼し、その結果を入手したもの。



土壌モニタリング結果

測定試料採取点 採取日時 核種 放射能濃度（Bq/kg) 空間線量率（μSv/h) 備考

【3-1】（約40km西北西）
3月21日
9:45

１３１
I 43,000

5.0μSv/h －１３７
Cs 4,700

【3-2】（約35km北西）
3月21日
11:51

１３１
I 16,000

1.5μSv/h 【35】１３７
Cs 1,400

備考欄の番号は、モニタリングカーによる測定箇所を示す。



相馬市

福島市

30km

20km

郡山市

南相馬市

二本松市

福島第一原子力発電所

福島第二原子力発電所

【1-2】

 
【31】

【1-1】
【7】

【1-3】
【21】

福島第一原子力発電所周辺のダスト等試料採取場所

【1-4】
【15】

【2-1】
－

【1-5】
－

【3-2】
【35】

【3-1】
－

下欄の番号は、モニタリングカー
による測定箇所を示す。



＜ダストサンプラ※1＞

大気を一定時間吸引

＜ろ 紙＞

吸引した大気中に含まれる
放射性物質が付着

※１：写真；株式会社千代田テクノル アイソトープ事業部ホームページより
※２：写真；財団法人日本分析センター ホームページより

＜ゲルマニウム半導体検出器※2＞

ろ紙に付着した放射性物質を分析

＜ガンマ線スペクトロメトリー※2＞

試料中に含まれる放射能が求まる

分析結果

（参考）ダストサンプリング

吸引ポンプによりろ紙に空気を通過させ空気中のダストをろ紙にサンプリングする。



（参考） 

福島第一原子力発電所の２０ｋｍ以遠のモニタリング計画の充実について 

 

平成２３年３月２１日 

文部科学省 

１．目的・概要 

福島第一原子力発電所の事故を受け、２０ｋｍ以遠の地域のモニタリングの計画を

以下のとおり充実する。 

 

２．基本方針 

（１）空間放射線量率の測定 

① カーモニタリング 

文部科学省、福島県、警察庁、防衛省、電力会社等の関係機関と協力して、モニ

タリングカーを用いて、福島第一原子力発電所の２０ｋｍ以遠の放射線量率を測定

する。 

特に、広域な汚染地域の効率的なモニタリングのために、現状の定点観測地点の

測定頻度を減らして、放射性物質の濃度の高い地域を推定し、より広域の空間線量

率の測定が可能な走行サーベイを行い、欠落している地域を補完する。 

 

② 簡易型線量計の設置による固定測定点の増加 

簡易型線量計を設置し、集積線量を測定するための固定測定点の増加を図る。（現

在、約６０個の簡易型線量計を現地に向け発送済み。到着次第、順次設置） 

 

（２）放射能濃度の測定（空気中、地表面・土壌） 

① 空気中のダスト、地表面・土壌のサンプリング 

モニタリングカーを用いて、福島第一原子力発電所の２０ｋｍ以遠における放射

線量の高い地域から優先的に空気中の放射性物質、地表面及び土壌をサンプリング

して、放射能濃度を測定する。 

② ベータ核種分析 

上記のうち、ヨウ素とセシウムの放射能濃度の高い試料については、ベータ線の

影響把握のため、ストロンチウム９０の放射能濃度を測定する。 

 

（３）詳細航空サーベイ 

準備が整い次第、防衛省のヘリに原子力安全技術センターの航空サーベイシステ

ムを搭載し、地表面の汚染状況の測定を行う。 

 



［6,900ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/回］

［1,000ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/年］

［600ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/回］

［50ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/回］

［50ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/年］

［10,000ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/年］

［2,400ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/年］

［400ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/年］

［200ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/往復］

［22ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/年］

［10ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/年］

放射線の量
(ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ）

10,000

1,000

100

10

100,000
［50,000ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/年］

緊急作業従事の場合に認められている上限

放射線業務従事者及び防災に係る警察・消防
従事者に認められている上限

［100,000ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/年］

50,000

資源エネルギー庁「原子力２００２」をもとに文部科学省において作成

250,000引き上げ後の上限

［250,000ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/年］

※ Ｓｖ 【シーベルト】＝放射線の種類による生物効果の定数（※） × Ｇｙ 【グレイ】 ※ Ｘ線、γ線では １
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